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1. クラスターの目的と概要 
 

１.１ 目的 

本クラスターは、アフリカのサヘル地域 1を対象に、JICA の平和構築グローバ

ル・アジェンダが掲げる暴力的紛争を発生・再発させない強靭な国・社会 2づくりを

目指し、域内各国の2024～25年以後の民政移管を見据え、政府の能力強化、住

民から政府に対する信頼醸成、社会・コミュニティの強靭性向上及び国際協調の促

進に貢献することを目的とする。これにより、SDGs のゴール 16（平和と公正）、

特に住民の意思に応える制度構築に関連するターゲット 16.6 及び 16.7 への貢

献を通じてターゲット 16.1（暴力に関連する死亡率の減少）への寄与を目指す 3。 

１.2 クラスターの概要 

サヘル地域は、政府への不信感、暴力的過激主義、コミュニティ間対立という 3

つの要素が複合した危機に直面しており、暴力的過激主義の温床として国際的な

テロ集団の拠点となる恐れがあるほか、周辺地域にも不安定化の影響を広げるリ

スクを抱えている。また、既存の国際秩序への不信感が高まったり、国際秩序から

逸脱した形での国家の運営や治安の維持が図られる場合があり、自由でルールに

基づく国際秩序を不安定化する原因にもなり得る。 

本クラスター事業戦略は、サヘル地域の平和と安定を推進するため、（１）国家の

統治機能の強化、（２）国家の正統性（住民からの信頼）の担保、（３）コミュニティの

社会統合・エンパワメント、（４）国際的な協調の促進、の 4 つを実現する取組を進

める。サヘル地域の各国は、治安や社会サービスが提供されないことが原因で国

家への信頼が失われ、さらに治安の悪化や政治体制の不安定化を生むという悪循

環に陥っているため、4 つの軸での相乗効果を図り、政府の能力強化と社会サー

 
1 本クラスターでは、2014 年に G5 サヘルを形成したモーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジェール及びチ

ャドの 5 か国を主な対象とする。ただし、周辺国（セネガル及びコートジボワール等）への対応や広域協力も想

定する。なお、2022 年 5 月にマリが G5 サヘルからの脱退を表明した後、2023 年 7 月のニジェールでの

政治危機等が続き、2023 年 12 月にはブルキナファソ及びニジェールも G5 サヘルからの脱退を表明して

いる。そのため、本クラスターでも、主な対象5か国は変更しないものの、地域協力枠組みとしてG5サヘルを

使うことは前提としない。 
2 平和構築グローバル・アジェンダでは、脅威に直面しても適切に反応し乗りこえていく又は回復する力を有

することを、「弾力性のある強い」という状態を意味する英語の「resilient」の訳として「強靭な」と表現し、そ

の度合いを「強靭性」と表現しており、本クラスターでも同様の意味で「強靭な」「強靭性」の語を用いる。 
3 SDGs の関連ターゲットは以下の通り。 

16.1：あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。 

16.6：あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。 

16.7：あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 
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ビスの改善を通じて住民からの信頼の回復を目指す。 

このシナリオの実現のため、JICA の協力では、国際社会と協調しながら政府の

能力強化、特に住民に直接サービスを提供する地方行政の能力強化に取組、住民

主体・住民参加を促す協力アプローチを活用することで住民から国家への信頼の

回復を図る。地域内には欧州中心の取組への不信感も高まり、民主的な統治体制

が脅かされているが、制度への信頼回復のため、JICA が重視してきた地方行政

の能力強化・住民との対話を重視したアプローチを活用する。具体的な協力事業は、

G5 サヘル事務局の戦略を踏まえ、①ガバナンス・安全、②レジリエンス・人間開発、

③社会経済インフラ整備、の 3 重点分野に整理し、政府の能力強化、政府の正統性

の回復、社会・コミュニティの強靭性の向上、国際的な協調の促進に取り組む。た

だし、上述の情勢変化とその推移に基づき今後見直しをする予定。 

また、本クラスターの推進においてはサヘル地域の特徴も踏まえて、（１）分野横

断的な平和構築視点の主流化、（２）広域協力・域内協力、（３）国際機関等との連

携・協調の 3 つの方法で、限られた資源を活用してインパクトの最大化を図る。 

 

 

2. 開発課題の現状と開発協力のアプローチ 
 

2.1 開発課題の現状 

（１） 暴力的紛争の発生・再発を予防する制度構築の必要性 

近年の暴力的紛争は、国家が治安維持を含む基礎的サービスを提供できない場

合や、国内の多様な意見や利害関係を調整する制度が不足している場合に生じる

ことが多い。紛争の発生・再発を予防するためには、様々な紛争要因に対応し、紛

争を未然に防ぐ国家の制度の構築が必要と考えられる。 

世界の武力紛争の数は 2015 年頃から再び増加の傾向にあり、紛争の国際化

と長期化が顕著な傾向にある。近年、国家の脆弱性を背景として、特に政府の行政

サービスが及ばない遠隔地域で暴力的過激主義が浸透して拡大するなど、国境を

超えて不安定要因が拡散する傾向が顕著となっている。また、紛争の長期化も近

年の傾向であり、難民・避難民状況の増加と長期化を生んでおり、人道と開発と平

和の連携（HDP ネクサス 4）の必要性が増している。 

さらに紛争を予防する国家の制度が機能していない地域では、国連 PKO 等の

 
4 HDP ネクサスとは、短期的な「人道支援」と合わせて、中長期的な観点から、難民の自立支援や受入国の負

担軽減のための「開発協力」を行い、さらに難民発生の根本的な原因である紛争の解決・予防に向けた「平和の

取組」を進める考え方。 
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国際的な協調での平和維持が提供されず、暴力的過激主義が蔓延したり、政府が

強権的に治安を維持したり、民間軍事会社が活用されるなど、地域の不安定化が

常態化することが増えている。 

様々な勢力によって地域が不安定化することを防ぐためには、各国・地域での

機能的で公正な国家制度が必要とされる。暴力的紛争の発生・再発を予防するた

めには、国家の基礎的な機能、特に住民に対して包摂的・機能的・応答的な

（functional, inclusive, and responsive）行政サービスを提供することに

よる信頼の確保と、その基盤となる社会経済開発を同時に進めていくことが重要

と考えられる。さらに、国境を越えた紛争リスクの伝播に対応するには地域内外の

国際的な協調が必要とされる。 

 

（２） サヘル地域の政治・治安情勢 

サヘル地域の脆弱性は、政府への不信感、暴力的過激主義、コミュニティ間対立

という 3 つの要素が複合した危機によって高まっていると言える。 

サヘル地域は長年に亘って都市と地方部の格差や遠隔地域への行政サービス提

供の遅れなどのガバナンスの課題を抱えてきた。高い人口増加率や偏った開発に

より様々な格差（貧富、公共サービス・情報・経済活動へのアクセス等）が生じ、特に

都市部と地方部での格差が顕著になっている。砂漠等が広がる周縁部には政府に

よる統治や行政サービスが行きわたってこなかった。 

また、この地域は、変動の大きい降雨量により干ばつや洪水が起きるたびに、多

くの住民が食糧危機に瀕し、限られた資源をめぐるコミュニティ間・部族間の争い

も続いている。気候変動による砂漠化の進行等により天然資源へのアクセスをめ

ぐる競争・対立はさらに深刻になっている。 

このような脆弱な地域に 2000 年代末頃からアルジェリアのイスラム原理主義

勢力が南下、2011 年のリビアのカダフィ政権崩壊による武器や傭兵の流出を背

景にマリ北部や国境を接する近隣国に武装勢力が伸張し、治安情勢が不安定化し

た。脆弱なガバナンスは武装勢力による不正取引を助長させ、武装勢力は多額の

テロ活動資金を獲得している。また、産業が発展せず職につけない若者たちは武

装勢力にリクルートされ、武装勢力組織は規模を拡大している。さらに、フランスを

はじめ欧州諸国も軍事的な協力に抑制的になっている中、複数の暴力的過激主義

グループが合流したり、貧困・低開発・格差に不満を持つローカルの反政府勢力と

の結びつきを強めたりすることで勢力を強め、国境を越えて活動範囲を拡大して

いる。また、近年はギニア湾岸国北部への南下が懸念されている。 

こうした治安悪化に対応できない政府に対する不信は高まるという悪循環に陥

っており、一部の国ではクーデターによる政権交替が続いている。マリでは 2012

年 3 月にクーデターが発生した。イスラム武装勢力が南進を開始したことから仏軍
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が介入、国連マリ安定化ミッション（MINUSMA）も展開したが、治安の改善や安

定的な国家の再建には繋がらず、その後も 2020 年及び 2021 年にも立て続け

にクーデターが発生している。隣接するブルキナファソでも 2015 年と 2022 年

にクーデターが続いた。ニジェールでも 2023 年 7 月に大統領拘束事案が発生し、

その後も統治体制の混乱が続いている。治安維持ができない政府への不満は強く、

これらの国ではクーデターを支持する一般市民が多いとも言われている。 

こうした国では、治安維持を外国の民間軍事会社に委託する動きも指摘されて

おり、既存の国際秩序に対する不信感が存在する。なお、ロシアのウクライナ侵略

を受けた国連での非難決議においても、マリは一貫して反対又は棄権、ブルキナフ

ァソは投票していない 5。 

 

（３） サヘル地域の脆弱性に係る分析 

サヘル地域 5 か国では、各国の一人あたり GNI は、鉄鉱石、水産物の輸出によ

って外貨収入を得ているモーリタニアを除きサブサハラ諸国平均の 1,479USD

を大きく下回っている。また、人間開発指数（全 191 か国）においても、最下位層

に位置している。 

SDGs16.1.2 の指標でもある紛争・テロによる死者数（10 万人あたり）は、世

界平均 0.81 やアフリカ地域平均 0.87 に対して、モーリタニア以外の国では大幅

に上回っている。マリは低所得国平均 4.48 をも上回り、過去 10 年に亘り非常に

高い数字が続いている。ブルキナファソでは過去数年で急増していることが懸念

される。 

 

表 2－1：サヘル地域 5 か国の基礎的な指標 

 モーリタニ

ア 

マリ ブルキナ

ファソ 

ニジェール チャド 

一 人 あた り GNI

（USD, 2022 年） 

2,080 850 850 580 690 

人間開発指数（ラン

ク、2023 年） 

164 188 185 189 189 

紛争・テロによる死

者数（10 万人あた

り、2019 年） 

0.00 5.34 3.11 1.70 1.68 

（出典：World Development Indicators、UNDP 人間開発報告 2023-2024、

Our World in Data） 

 
5 チャドは一貫して賛成、ニジェールは人権理事会資格停止以外の決議には賛成、モーリタニアは人権理事会

資格停止（無投票）とロシア軍撤退要請（棄権）以外の 3 件は賛成。 
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 紛争や暴力的過激主義の浸透によって、UNHCR6によれば 2022 年時点でサ

ヘル地域 5 か国からの難民・庇護申請者は約 36 万人、国内避難民が約 292 万

人発生している。近隣のカメルーンからも難民約 16 万人・国内避難民約 93 万人、

ナイジェリアからも難民約 49 万人・国内避難民約 310 万人が発生している。難

民・避難民に対する食糧支援、基礎社会サービスの提供、雇用へのアクセス向上、

強靭な社会作りが課題となっている。また、受入地域の政府（中央/地方）及びコミ

ュニティへの負担が増加して、受入能力強化も課題となっている。 

 サヘル地域 5 か国の脆弱性について OECD の脆弱性分析を見ると、OECD が

脆弱国・地域としている 60 ヶ国・地域の平均に比して、特に環境・人間開発・安全

の脆弱性が目立つ。一方、経済や社会の脆弱性については脆弱国・地域の平均と

比べて良い国も多い。これらの指標からは、この地域では政治対立や社会の中で

の対立よりも、気候変動による環境の変化への対応、教育・保健等の基礎的な社会

サービスの低下、治安維持能力の不足といった要因が課題となっていると言うこ

とができる。 

 

図 2－1：OECD による脆弱性指標「State of Fragility Index」 

 

（出典：OECD “State of Fragility Report 2022”より作成。1 から 5 の 5 段階評

価で 1 が最も脆弱。） 

 
6 UNHCR Refugee Data Finder https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/  

難民・庇護申請者：マリ約 22.2 万人、ブルキナファソ約 5.2 万人、モーリタニア約 4.5 万人、ニジェール約

2.1 万人、チャド約 2.0 万人。 

UNHCRが対象とする国内避難民（IDPs）：ブルキナファソ約190万人、チャド約38万人、マリ約38万人、

ニジェール約 26 万人、モーリタニアはゼロ。 

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/


7 
 

 

（４） 本クラスター事業戦略の位置づけ 

このようなサヘル地域の状況は、地域が暴力的過激主義の温床として国際的な

テロ集団の拠点となる恐れがあるほか、周辺地域にも徐々に不安定化の影響が広

がるリスクを抱えており、地域の平和と安定及びグローバルな安全への脅威とな

っている。また、既存の国際秩序への不信感が高まったり、国際秩序から逸脱した

形での国家の運営や治安の維持が図られたりする場合があり、自由でルールに基

づく国際秩序を不安定化する原因にもなり得る。 

 本クラスター事業戦略は、サヘル地域における更なる不安定化や周辺地域への

悪影響を予防することを目指し、地域の平和と安定のために分野横断的な取組を

進める。分野横断的な取組の設定に際しては、平和構築グローバル・アジェンダの

取組方針に沿った地域別のアプローチを取ることとし、他の地域での国別・地域別

アプローチにも本クラスター事業戦略の運用を応用していく。なお、2023 年 12

月時点では、クーデター等の政治・治安状況を踏まえて事業展開に制約のある対

象国も多いため、本クラスター事業戦略は、当面は可能な範囲での協力を継続す

ることとし、2024～25 年以後に想定される民政移管後を見据えて構想した内

容とする。 

また、平和構築の実現には分野横断的な取組と、開発協力に留まらない多様な

アクターとの連携が求められるため、分野横断的で国際社会全体での連携・協調を

重視したクラスター事業戦略と位置付ける。 

2.2 サヘル地域の平和と安定に関する国際的動向 

サヘル地域においては、国境を越えた治安をはじめとする課題に対応するため

に、以下のように複数の国際的な連携・協調の枠組みが存在する。 

 

（１）サヘル地域 5 か国の協力体制 

サヘル地域の 5 か国は協力枠組みとして 2014 年に G5 サヘル 7を設置（事務

局はモーリタニアに所在）し、広域的な治安リスクの拡大に対処を図ってきた。

2022～23 年にマリ、ブルキナファソ及びニジェールが脱退を表明し、23 年 12

月にはモーリタニア及びチャドが G5 サヘルの解体に言及している。また、前述の

3 か国は新たに「サヘル諸国連合（AES）」の設置を表明しており、現時点では G5

サヘルの機能は停止している。G5 サヘル以外には、地域経済共同体として

ECOWAS 及び UEMOA があり、今後地域協力において役割を果たす可能性は

あるが、現時点ではチャドとモーリタニアは非加盟（他の 3 か国はクーデターの影

 
7 加盟国はモーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジェール及びチャドの 5 か国。 
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響で資格停止中）となっている 8。今後の地域内の協力体制は不透明なため、ここ

では G5 サヘルで議論されてきた戦略を記載しておく。 

G5 サヘルは 2016 年に「開発と安全戦略（Strategy for Development 

and Security(SDS)）」を策定し、開発を含む 4 つの軸（①防衛と安全、②ガバ

ナンス、③インフラ、④レジリエンスと人間開発）を設定した。SDS のビジョンとし

て「G5 サヘル諸国が、法の支配、優れた統治、民主主義に基づき、イノベーション

とテクノロジーを受け入れ、団結し、協力的で寛容な近代的なコミュニティを作る

ことによって、経済的に統合され、社会的に繁栄し、文化的に豊かな空間となり、

安全と平和が長期にわたって支配することによって、すべての人の生活がより良

いものになることを目指す。」ことを掲げている。 

また、SDS の実現に向けて、インフラ整備を主とした優先投資プログラム（PIP）

を 2016 年に策定している。PIP は 40 のプロジェクト（約 20 億ユーロ）のプロ

グラムで、2022 年 11 月時点で、2023 年～2025 年を対象とした PIP の検

討が行われている。PIP のうち、緊急的に取り組むべきプログラムは「緊急開発プ

ログラム（PDU）」としてまとめており、国境沿いを中心とした①水・衛生施設のア

クセス改善、②食糧安全保障・栄養のレジリエンス強化、③社会経済基盤強化によ

る紛争予防を重点としている。加えて、2020 年 2 月に「統合優先活動枠組

（CAPI）」（20 事業、24 か月）を策定されているが、進捗については公表されて

いない。 

 

（２）開発協力に関する国際社会の協調体制 

上述のとおり、現地情勢の変化により、辛うじて機能を継続しているのはサヘ

ル・アライアンスのみである。その他の機関の体制及び活動は過渡期にあるため、

今後も動向を注視しアップデートしていくこととする。 

 

■サヘル・アライアンス 

EU、仏、独が主体となり、開発協力の調整を中心に行うことを目的として

2017年に結成された。日本政府もオブザーバーとして本枠組みに関与している。

活動分野は①農業・地方開発・食料安全保障、②地方分権・基礎的サービス、③教

育・若年層雇用、④エネルギーと気候、⑤ガバナンスの 5 つの重点分野に整理され

ている。2020 年にはサヘル・アライアンスの枠組みで、世銀が UNDP 及び英独

仏と共同でのサヘル地域のリスク・強靭性アセスメントを実施している。 

サヘル・アライアンスはパートナー間の連携を強化する仕組みであり、PIP、

 
8 ECOWAS（西アフリカ諸国経済共同体）：G5 のうちチャドは非加盟、モーリタニアは 2000 年に脱退。マリ、

ブルキナファソ、ニジェールは資格停止中。加盟国は 15。 

UEMOA（西アフリカ経済通貨同盟）：ECOWAS 加盟国のうち経済統合を進める 8 ヶ国によるサブ・リージョ

ナルな同盟。 
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PDU 及び各国の要請にしたがって支援を行うとしている。しかしながら、2022

年 12 月の第 10 回運営委員会で共有されたレビューでは、サヘル・アライアンスと

しての活動は明確な効果がみられていないと指摘されている。現在は主に各国間

の国境地帯における事業が優先的活動とされる一方、治安リスクも踏まえ、どのよ

うに事業を遂行するのかが課題となっている。 

 

■サヘル・コアリション 

SDS に沿う形で 4 本の柱（①テロ対策、②国軍・地域軍の強化、③行政サービス

向上、④開発）のうち①と②を中心に支援をしている。日本政府もメンバーとして

本枠組みに参画している。 

 

■EU サヘル地域の安全と安定のためのパートナーシップ（P3S） 

EU 内に 2019 年に設立。P3S＝Partnership for Security and 

Stability in the Sahel。治安ニーズ特定、防衛/国内治安への努力強化、行政

再生、住民の社会サービスへのアクセス確保を行っている。対象は当面 G5 サヘル

としつつも、テロの進展とあわせてギニア湾岸への拡大も念頭に入れている。 

 

以上をまとめると以下の表のとおり。 

 

表 2－2：サヘル地域に関わる国際協調枠組み 

文書/組織名称 文書/組織の目的 重点分野 

開発と安全戦略

（SDS）/G5 サ

ヘル事務局 

 

G5 サヘルの長期的活

動を定める 

① 防衛と安全、②ガバナンス、③イ

ンフラ整備、④レジリエンス及び人

間開発 

サヘル・アライア

ンス 

受益国や G５サヘル事

務局のニーズに対応し

つつ、パートナー間の連

携を強化し、支援の実

施を加速させる。 

SDS のうちガバナンス、インフラ、

レジリエンス及び人間開発を対象

とし、以下の重点分野を設置。 

① 農業・農村開発・食糧安全保障、

②地方分権化と基礎サービス、③

教育・若者の雇用、④エネルギー・

気候変動、⑤ガバナンス 

サヘル・コアリシ

ョン 

サヘル地域の課題に対

して、G5 サヘル諸国と

国際パートナーによる

支援を統括し、より集団

① テロ対策、②国軍・地域軍の強

化、③国家機能・行政サービス向

上、④開発 

※④開発はサヘル・アライアンスと
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的な対応を提供する G5 サヘル事務局が調整と記載あ

り。 

EU サヘル地域

の安全及び安定

のためのパート

ナ ー シ ッ プ

（P3S） 

治安ニーズ特定、防衛/

国内治安への努力強

化、行政再生、住民の社

会サービスへのアクセ

ス確保 

治安ニーズ特定、防衛/国内治安へ

の努力強化を中心としつつ、行政

再生、住民の社会サービスへのア

クセス確保といった支援も行う。 

 

（３）治安維持に関する協力体制 

治安維持のための軍事面においては、2017 年には国連決議に基づく G5 サヘ

ル合同軍が発足、G5 サヘルの各国境におけるテロ対策に従事してきた。 

国際社会の関与としては、2014 年、仏はサヘル地域 5 か国を主な軍事作戦の

対象としたバルハン作戦を開始。2020年、仏バルハン作戦の傘下に、仏及び欧州

諸国の軍からなるタスクフォース「Takuba」を設置（主にマリ、ニジェール、ブルキ

ナファソの国境でのテロ活動対策に従事）。2020 年、G5 サヘル各国軍、G5 サヘ

ル合同軍、バルハン作戦（Takuba 含む）間の共同指令メカニズムを構築。これら

軍が連携してテロ組織の掃討に当たっていた。その他、MINUSMA、EU による

G5 サヘルの各国軍、治安組織、市民社会への訓練、研修による能力強化の体制が

構築されており、また、仏支援によりテロ対策国際アカデミー（アビジャン）、サイバ

ーセキュリティ校（ダカール）が設立されている。 

しかし、マリをはじめとしたサヘル地域の各国では仏軍の介入に対する不信感も

高まってきた。その結果、仏は、2021 年 6 月にバルハン作戦の段階的な軍事力

削減を発表し、2022 年 8 月にマリからの撤退を完了した。ブルキナファソでも仏

軍の特殊部隊の駐留継続に反対する動きがあり、ニジェールにおいても軍事政権

の意向を受けて 2023 年 12 月に仏軍が撤退した。また、マリでは同年末までに

MINUSMA が撤退を完了した。2022 年 12 月の ECOWAS 閣僚級会議では

「対テロ、治安維持のための ECOWAS 地域軍の創設」が提案され、現在その設置

が検討されているが、治安維持の体制は不透明な情勢となっている。 

マリ・ブルキナファソ・ニジェールの 3 か国は 2023 年 9 月にリプタコグルマ憲

章に署名し、集団自衛権と相互支援システムの構築を目的としたサヘル諸国同盟

を立ち上げ、3 か国が協力してテロ対策を行うとしている。 
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2.3 サヘル地域の平和と安定に向けた開発協力のアプロー

チ 

日本の対アフリカ協力戦略は、1993 年に始まった TICAD プロセスに則って

策定されてきた。2013 年 1 月にアルジェリアのイナメナスで発生したイスラム過

激派によるテロ事案で邦人が犠牲になったことも受け、同年に開催された

TICAD V では「テロ対処能力支援」「開発支援」「対話」からなるサヘル支援策が表

明された。以来、累次の TICAD における日本の貢献策は「経済」「社会」「平和と安

定」の 3 本柱から構成され、サヘル地域は平和と安定の重点地域に位置付けられ

てきた。 

TICAD7（2019 年）においては、「紛争解決におけるアフリカのオーナーシップ」

と「アフリカの平和と安定を阻害する根本原因へのアプローチ」とを原則とするア

フリカの平和と安定に向けた新しいアプローチ（NAPSA）を提唱した。前者につい

て、アフリカ主導の平和維持活動について他国との連携により能力構築支援を行

い、後者は、制度構築・カバナンス強化のための人材育成、地域社会の強靭化や若

者の過激化防止のため、市民社会支援・雇用促進支援をするとしている。また、

TICAD7 での「サヘル地域における平和と安定に関する特別会合」において当時

の河野外務大臣ステートメントでは、日本政府は 4 分野の援助（①司法/行政/立法

に関わる人材の育成、②若者への職訓・教育機会の提供、③平和維持軍の人材育

成/機材強化、④難民/国内避難民/ホストコミュティ支援）をサヘルに提供するとし

ている。 

さらに TICAD8（2022 年）において、「平和と安定」の柱における日本の取組

として、NAPSAを一層推進し、「サヘル地域やアフリカの角地域を始めとする複雑

化する地域情勢へ対応するため、国際機関とも連携し、複数国にまたがる課題へ

の取組を強化」することを目指し、コミュニティ・レベルでの行政と住民が協働する

取組支援、対話と信頼を重視した行政サービスの改善に向けた取組、難民・避難民

とその受け入れコミュニティに対し、緊急・人道支援と開発支援を連携して実施、を

進めることを表明している。 

また、2023 年 5 月には岸田首相がアフリカ歴訪を行い、サヘル地域やギニア

湾沿岸諸国の平和と安定、持続可能な成長を促進するため 3 年間で約 5 億ドル

の支援を表明している。また、日本が議長国を務めた G7 広島首脳サミットのコミ

ュニケにおいては「西アフリカ及びサヘル、アフリカの角並びに大湖地域の状況を

念頭に置き、アフリカ大陸における平和、安定及び繁栄に関するアフリカ主導の取

組を支援するため共に取り組む」との方針が発表されている。 

JICA の主な介入セクターとしては、サヘル地域の各国の人間開発指数の低さ
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を踏まえ、基礎的生活・社会分野（教育・保健・農業・水産）を中心としている。ガバ

ナンス支援については、2010 年代初期の内戦を踏まえ、マリ、コートジボワール

を中心に展開している。中でも、刑事司法分野についてはコートジボワールを中心

に広域協力として研修を実施してきた。なお、これら協力の実施においては、ニー

ズが単一国内にとどまらず広域的にも共通した課題であることが多いことから、

協力の成果（アセット）が蓄積されているセネガルやコートジワールなどの拠点国

において策定・普及している協力モデルを他のサヘル地域へ展開することを通じ

て、教育、保健、農業、水産、職訓等のセクターにおける広域協力を行ってきた。 

 

 

3. クラスターのシナリオと根拠 
 

3.1 クラスターのシナリオ 

暴力的紛争の発生・再発に至るには様々な脆弱性・紛争リスクが存在するため、こ

れらの脆弱性・紛争リスクを軽減するとともに、こうした脅威に対応することので

きる制度・社会を築くことが必要とされる。 

 本クラスターでは、平和構築グローバル・アジェンダで掲げる「人間の安全保障ア

プローチによる紛争予防と強靭な国・社会づくり」として、紛争を予防するために

分野横断的に、政府の制度構築・能力開発による保護と住民・コミュニティの能力

強化（エンパワメント）を組み合わせ、国・社会全体で多様な脅威に対応できる強靭

な国・社会を作ることを目指す。さらに国境を越える紛争リスクの伝播に対応する

ために国際的な協調の体制の強化を図る。具体的には、（１）国家の統治機能の強

化、（２）国家の正統性（住民からの信頼）の担保、（３）コミュニティの社会統合・エン

パワメント、（４）国際的な協調の促進、の 4 つを実現する取組を進める。 

右に掲げた 4 つの軸でサヘル地域の課題を見ると、サヘル地域の各国では国家

の統治機能の不足が脆弱性の根本的な課題と言える。治安や社会サービスが提供

されないことが原因で国家への信頼は失われており、上記（１）の不足が（２）の低

下に連動していると言える。結果的に暴力的過激主義の浸透を許すなど、治安維

持能力のない政府への信頼の欠如が治安の悪化や政治体制の不安定化を生む悪

循環に陥っている。コミュニティにも従来からの部族間対立等の課題が残るほか、

経済の悪化や気候変動をはじめとする変化に対応する強靭性も不足しており、コ

ミュニティのエンパワメントのためにも農業・雇用機会を支える経済社会開発が必

要とされている。さらに、暴力的過激主義が国境を越えて伝播する状況に対して、

域内各国が協調して対処することができず、域内での相互不信や国際社会への不
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信感にもつながっていることから、国際協調の強化を図ることが求められる。 

このため、本クラスターでは、4 つの軸について以下のような変化を目指す。 

 

図 3－1：平和構築グローバル・アジェンダの協力方針 
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表 3－1：シナリオ概念図 

 目標とする状態 
サヘル地域の 

現状 

 
クラスターの 

取組 

クラスターの 

取組のうち 

JICA の協力 

（１） 
国 家 の 統
治 機 能 の
強化 

・国家が、治安維持を含む

基礎的な公共サービスを

機能的・包摂的・応答的に

提供することができる。 

・サヘル地域諸国には治安

を維持する能力が不足し

ている。 

・公共サービスを提供する

能力も不足している。特に

遠隔地域への公共サービ

ス提供が困難で、包摂性に

課題がある。 

 

・治安維持能力の強化、法

の支配の確立を促進する。 

・行政機関の保健・教育等

の基礎的社会サービス提

供能力を向上する。 

・（国全体の政府機能強化と連

携しつつ）地方政府の行政サー

ビス提供能力の強化に協力す

る。① 

・国際機関と連携し、警察・司法

制度・国境管理強化の研修を実

施。① 

・教育、農業の行政能力強化に

協力する。② 

（２） 
国 家 の 正
統性（住民
か ら の 信
頼）の担保 
【 縦 の 信
頼】 

・住民が国家の枠組みを正

統な統治機構として受け

入れる。 

・国家の仕組みに、透明

性、説明責任、住民の参

加・協働、公平性を確保し、

住民の信頼を得る。 

・治安維持能力がないため

に国家に対する信頼が失

われている。 

・公共サービス提供の包摂

性に課題があり、特に遠隔

地域では住民と政府の関

係が希薄で、政府への信頼

が弱い。 

 

・公共サービスの提供にお

いて住民・コミュニティと

の対話を重視し、透明性、

説明責任、参加・協働を促

進し、政府と住民の信頼を

醸成する。 

・住民との対話・遠隔地域

への対応等、公共サービス

を包摂的に提供し、公平性

を担保する。 

 

・地方行政能力強化において、

住民との対話を重視する。① 

・「みんなの学校」の学校運営委

員会を通じて行政と住民の信

頼を醸成する。② 

・農業普及員が農民のニーズに

応えるサービスを提供する。② 
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注：JICA の協力の①②③は、①ガバナンス・安全、②レジリエンス・人間開発、③社会経済インフラ整備。これら 3 分野を重点分野として、強靭

な国・社会づくりに向けた取り組みを進める。  

 

（３） 
コミュニテ
ィの社会的
結束・エン
パワメント 
【 横 の 信
頼】 

・社会・コミュニティが融和

した状態で社会的結束

（social cohesion）が維

持される。 

・外部からのショックに対

して国家の保護が及ばな

い場合にコミュニティが対

応する強靭性がある。 

・従来は抑えられていた部

族間対立に政府への不信

や暴力的過激主義が融合

し、コミュニティ間対立が

激化しつつある。 

・気候変動による資源の枯

渇・農業生産の低下等によ

り対立が激化する傾向に

ある。 

・経済の停滞により貧困・

失業が深刻化している。 

 

・政府との対話においてコ

ミュニティが参加・協働す

る仕組みを通じて社会的

結束を促進する。 

・気候変動への対応、生計

向上・雇用創出を進め、社

会・コミュニティの強靭性

を向上する。 

・社会経済開発を進め、生

計向上・雇用創出を下支え

する。 

・地方行政と協力して若年層雇

用の創出を図る。① 

・SHEP、CARD を通じて農業

生産性及び強靭性を向上させ

る。② 

・域内の連結性強化（西アフリカ

成長リング等）、基礎的インフラ

整備を進める。③ 

（４） 
国際的な
協調の促
進 

・国境を超える課題・脆弱

性に域内各国が協調して

対応できる。 

・国際社会からの協力によ

って、脆弱性・紛争リスクに

対応できる。 

・暴力的過激主義の伝播に

対してG5サヘル内での協

調が取れない。 

・仏軍の介入への不満等か

ら、既存の国際秩序への不

信感も高まりつつある。 
 

・G5 サヘル等の域内及び

周辺国との協調枠組みを

強化し、情報交換・共同対

処の能力を向上させる。 

・地域主導の取組みを国際

的に支援する国際協調体

制を構築する。 

 

・域内協力での知見・経験共有

を通じて行政官のネットワーク

構築や学び合いを推進する。①

②③ 

・周辺国での第三国研修も活用

し、地域主導の取組みを域内・

外で協調して支援する。①②③ 
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（１）国家の統治機能の強化（機能的・包摂的・応答的な国家） 

 サヘル地域の諸国では国家の統治機能が弱いことが脆弱性の大きな要因となっ

ている。国家の中枢的な統治機能である治安維持、司法、行政サービスの提供が

いずれも十分でなく、国家の機能が弱いことがその正統性を脅かす状況となり、治

安維持が出来ない政府への不満を持った一般市民が軍隊によるクーデターを支持

するような状況が起きている。治安維持能力が弱いために、国際的には問題視さ

れている民間軍事会社への依存が深まっているという指摘もある。国家の統治機

能の弱さによって、国家以外のアクターが入り込む余地が生じていることが大き

な課題である。 

 この課題解決のためには、国家の基本的な機能の強化として、治安維持をはじめ

とする統治機能の強化、基礎的な社会サービス提供能力の強化が求められる。最

も基礎的な統治機能として、警察の能力強化、司法アクセスの改善、国境管理の能

力強化等のガバナンス強化の推進が必要とされる。こうした基礎的な統治機能が

住民に届けられるよう、住民に直接行政サービスを届ける地方行政の能力強化、

特に教育や保健等の基礎的な社会サービスの提供能力強化が重要である。これら

の統治機能・社会サービスを提供することで、住民に対する保護が提供できる。 

 

（２）国家の正統性（住民からの信頼）の担保（「縦の信頼」） 

行政機関のサービス能力強化を図るだけでなく、その計画とサービス提供にお

いて住民・コミュニティとの対話を重視し、行政サービスの提供が社会・経済開発

の促進のみならず、政府と住民の信頼醸成につながることが求められる。脆弱性・

紛争リスクの大きな要因の一つである国家に対する信頼の欠如については、住民

に受け入れられる「国家の回復（restoring the state）」を目指す。また、政府へ

の不信感が過激主義への参加を誘発していることに対応する。 

 政府と住民の信頼関係の強化のため、前述の国家の能力強化の取組において

は、透明性・説明責任・コミュニティの参加・公平性を促進する。住民との対話を通

じて的確にニーズを把握し、機能的・包摂的・応答的な行政サービスを提供するこ

とで、住民が政府の正統性を認め、住民から政府への信頼が回復するよう図る。 

 

（３）コミュニティの社会統合・エンパワメント（「横の信頼」） 

 サヘル地域においては、貧困、食糧危機、干ばつ及び気候変動等によってコミュ

ニティの不安定化が進み、コミュニティ内・間の暴力が増加し、暴力的過激主義の

浸透するリスクを抱えている。コミュニティ内の信頼が不安定になっていること

で、暴力的過激主義がコミュニティ紛争と連動して浸透する可能性がある。多様な

脅威に対応できるよう、コミュニティ内の社会統合を図り、対応する能力の強化を

図る。 
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また、このために、コミュニティのエンパワメントとして、生計向上・雇用創出、そ

れらを下支えする社会経済開発を進める。気候変動を含む多様な脅威に対応する

ために、農業や職業機会の創出は強靭性の向上のために重要である。特に若年層

の雇用機会創出が求められる。 

 

（４）国際的な協調の促進 

 サヘル地域では、暴力的過激主義が国境を越えて移動・拡大しているものの、域

内諸国による協調した対応が取られず、G5 サヘルから一部の国が脱退を表明／

示唆し、ニジェールの政治危機後は ECOWAS が軍事介入を表明するなど、地域

内の協調が弱まっている。この結果、国境を越えるリスクへの対応がさらに困難に

なっている。地域内の意見の不一致は国際社会の関与に対する姿勢の違いも一因

であり、一部の地域では国際秩序への不信感も高まりつつある。 

 越境するリスクに対応するため、域内諸国での情報交換・共同対処の能力の向上

が必要とされる。また、そのような地域主導の取組を国際社会からも支援するよう

な体制が望まれる。国境を超える課題に対応するために、域内の専門家・行政官の

間での知見・経験共有やネットワーク強化を図り、相互理解・協調が強化されるこ

とが必要である。 

3.2 シナリオの根拠 

（１）国家と住民の信頼関係の重要性 

人間の安全保障の実践において、平和構築や紛争予防は主要な取組として、保

護と能力強化を組み合わせたアプローチが推奨されてきた。UNDPの特別報告書

「人新世の脅威と人間の安全保障：さらなる連帯で立ち向かうとき」（2022 年）で

も、保護と能力強化に連帯と行為主体性を重視した取組が奨励されている。JICA

緒方研究所レポート「今日の人間の安全保障：人間の安全保障を再考する」

（2022 年）でも、暴力的紛争が今日でも脅威のひとつとしてあげられている。 

国家の制度構築を重視する考えは「国家建設」と呼ばれ、かつては民主的な政治

制度の構築が平和につながると考えられていた。しかし、憲法や選挙等の制度だけ

では紛争を防げない事例は多く、人々の意見に対応する政府が存在し、住民がそ

の制度を正統なものと受け入れることが必要とされる。つまり、政府が住民に対し

て包摂的・機能的・応答的な行政サービスを提供し、政府と住民の信頼が醸成され

ることが必要と言える。また、そのような関係を持続させるには、住民間の対立は

大きな紛争リスクであり、住民間の信頼関係・融和も重要な要素と言える。 

2017 年に社会基盤・平和構築部で実施した「アフリカ地域紛争影響国における

地方行政に対する信頼醸成 情報収集・確認調査」においては、過去の JICA の 8

件の紛争影響国での地方行政の能力強化を目指した技術協力プロジェクトの分析
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を行っている。プロジェクトの実施過程において、どのように住民と政府の信頼関

係が構築されていったかを研究した結果をまとめたところ、「客観性と透明性の高

い計画策定」、「行政と住民の双方向のコミュニケーション」「住民と協働したサービ

ス提供」「脆弱層の包摂」という４つの要素を強化することで行政官個人の変化が

生まれ、それが波及し組織全体の変化に繋がるというプロセスが確認された。また、

同報告書において、行政がこうした取組を推進する際に、住民間の協働や関係構

築を進めることで、コミュニティ内の信頼関係が高まり、地域の安定に繋がった事

例が示されている。総務省による「行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究

報告書」（平成 21 年度）でも、信頼の 4 要件として、①透明性の確立、②説明責任

の保証、③参加の拡大、④公平性の維持、があげられている。 

また、過去の JICA 研究所の研究においても、脆弱国における制度構築の課題

として、国家機能の能力の強化と国家に対する正統性の強化という二つの課題に

取り組む必要性が指摘されている（Takeuchi, Murotani and Tsunekawa 

(2011)9）。更に、従来の国際社会による民主化等の制度構築に偏った国家建設

が批判されていることを踏まえ、住民からの国家への正統性や信頼を確保するた

めには、住民に最も近い地方政府の役割が重要であることが指摘されている

（Murotani and Mine (2015)10）。 

 

（２）サヘル地域 5 か国の国家の能力と正統性 

 サヘル地域 5 か国について、上記 3.1 のシナリオで示したとおり、国家の能力と

正統性、社会・コミュニティの強靭性という視点で分析すると、現状の課題は国家

の能力にあると言える。 

 下図の通り、この 5 か国の所得水準はモーリタニアを除いて 1 人当たり GDP が

1,000 ドル以下と低いが、自由民主主義の度合いにはバラツキがある。特にニジ

ェールはV-Demの分析では所得水準に比して自由民主主義度が高い国と言える。

ブルキナファソも自由民主主義度が高く評価されていたが、2022 年の 2 度のク

ーデターを経て、前年の 0.43から 2022 年に 0.22と急速に下落、過去3 年間

に世界で最も権威主義化が進んだ国のひとつとなっている。 

  

 
9 Shinichi Takeuchi, Ryutaro Murotani and Keiichi Tsunekawa (2011) “Capacity Traps 

and Legitimacy Traps: Development Assistance and State Building in Fragile 

Situations,” in Homi Kharas, Koji Makino and Woojin Jung eds. Catalyzing 
Development: A New Vision for Aid, Washington D.C.: Brookings Institution Press, pp. 

127–154. 
10 Ryutaro Murotani and Yoichi Mine (2015) ‘Bridging State and Local Communities in 

Fragile States: Subnational Institutions as a Strategic Focus to Restore State 

Legitimacy’, in: Laurence Chandy, Hiroshi Kato and Homi Kharas eds. The Last Mile: In 
Ending Extreme Poverty, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, pp. 76-94. 
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図 3－2：サヘル地域 5 か国の経済水準と自由民主主義度の比較（円の大きさは

日本からの ODA 額） 

 

（出典：V-Dem 報告書、World Development Indicators、OECD 統計） 

 

 これらの国についてのガバナンス指標を見ると、表現の自由を示す「Voice and 

Accountability」はアフリカの中でも高く評価されている国が多い反面、政治的

安定性（Political Stability/No Violence）は低い。つまり、ある程度の民主的

な政治体制を持っていながら、治安維持する国家の基本的な能力が低いために、

治安が悪化し、国家の正統性が失われつつあるのが現状と言える。表現の自由度

が最も高く評価されているブルキナファソでは、政府の治安維持能力の無さへの

不信感によって、軍部によるクーデターでの権力奪取が市民に支持される事態と

なっている。 

  



20 
 

図 3－3：サヘル地域 5 か国の政治的安定度と表現の自由度の比較（2021 年） 

※BFA: ブルキナファソ、MLI: マリ、MRT: モーリタニア、NER: ニジェール、

TCD: チャド 

 

（出典：Worldwide Governance Indicators 2021 年のデータ） 

 

（３）国際社会の取組との整合性 

上記のサヘル地域の平和と安定に向けたシナリオは、サヘル・アライアンスをは

じめとする、国際社会の取組と整合性を持ったものである。これらの戦略では、例

えば以下のような分析に基づいて、行政サービスの改善を通じて国家への信頼を

回復することが重視されている。 

G5 サヘル事務局の SDS においては、包括的なガバナンスと法の支配の確保

は、各国の選挙プロセスの支援や行政の透明化に加えて、地方での国家の行政的

存在の再確立、地方分権強化によるコミュニティと地方行政の強化が挙げられて

おり、行政サービスの強化・改善がガバナンス改善に貢献するとしている。また、サ

ヘル・アライアンスは重点分野の一つとして地方分権化と基礎的サービスの向上を
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挙げている。飲料水へのアクセス、保健サービスへのアクセス、社会保障へのアクセ

ス等の行政サービスの提供は地域の開発だけでなく、公的機関の正統性の向上及

び市民の信頼醸成に繋がるとしている。 

各国際機関や開発パートナーは、それぞれの強みを生かした支援を行っている。

こういった支援は本来、サヘル・アライアンスを通して全体的な調整が行われるは

ずであったが、現時点では調整機能は十分に果たされていない。 

 

表 3－2：3 重点分野における主な開発パートナーの活動  
主な開発パートナー JICA の強み 

ガバナンス・安

全 

【予防】 

・UNDP、UNICEF、OCHA、スイス、北欧

諸国、USAID 

（若者雇用、宗教指導者との対話、アドボカシ

ー） 

・基礎調や本邦研修を通して形成してき

た地方行政関係者とのネットワーク 

レジリエンス・

人間開発 

【農業・漁業】 

・USAID、FAO、IFAD、世銀 

（収入源となる園芸、バリューチェーン等） 

・WFP（食糧配布） 

・横展開がしやすい SHEP のノウハウ 

・長年の水産協力（モーリタニア） 

【保健】 

・WHO、世銀（一次施設、レファラルシステ

ム） 

・UNICEF、世銀（母子保健） 

・WHO、UNICEF（栄養） 

  

【教育】 

・GPE、UNICEF、UNESCO（基礎教育） 

・UNICEF（学校マネジメント） 

・UNESCO、UNICEF、EU、AFD（教員養

成・政策） 

・長年実施してきた「みんなの学校」のノ

ウハウとネットワーク 

経済社会イン

フラ整備 

【衛生】 

・UNICEF、UNHCR（水、衛生施設） 

・成長リングを通じたインフラ開発 
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4. クラスター展開の基本方針 
 

4.1 シナリオ展開の基本方針 

（１） 協力目標・重点分野 

本クラスターの展開により、サヘル地域を紛争が発生・再発しない、安定した強

靭な地域にするため、住民から信頼される政府と強靭な社会の形成を目指す。こ

の実現に向けて、上記 3.1 のシナリオで示した 4 つの軸に対して、国際社会全体

の取組の中で、JICA の比較優位と思われる方法で協力事業を展開する。事業実

施においては JICA の限られた資源でインパクトを最大化するため、国際機関や

地元 NGO 等と連携して成果を拡大し、分業によって相乗効果を図る。また、地域

内で高まりつつある、欧州諸国からの押し付けに対する不満に留意し、各国・地域

の文脈に応じた協力を進める。政策・制度については欧州中心の国際社会全体で

取り組むことになるが、その中で JICA は政府の能力開発や政府と住民の信頼醸

成に重点を置き、国家・地方自治体による住民への公共サービス提供を目指す。政

策・制度全体の改善が必要な場合は国際社会の協調枠組みの中で改善に取り組

む。 

国家の基礎的な能力を強化し、国家に対する信頼を回復するという目的のため

には、JICA が従来から続けている政府に対する協力、政府機関に寄り添う形での

能力開発が必要とされる。脆弱地域では国際機関や NGO 等に事業実施を委託す

るドナーも存在するが、JICA は政府機関の能力開発に直接的・継続的に協力す

る。 

また、特に住民に直接サービスを提供する地方行政は、国際的な支援が届かな

いことも多いため、JICA が能力開発の協力を重点的に展開し、中央レベルでの制

度構築・能力開発を図るドナーと協調して相乗効果を図る。マリやブルキナファソ

等においてはクーデター後の民政移管が課題となっている中で、中央レベルでの

改革の進捗と協調しつつ、地方での行政サービスの提供という国家として不可欠

な機能が実現できるよう、地方行政能力の強化を図る。 

さらに、政府と住民の信頼関係を醸成するために、これまで JICA が各セクターで

取り組んできた、住民主体・住民参加を促す協力アプローチを展開し、伝統的権威

への配慮等を含めた各国・地域の文脈に応じた方法で、国家に対する住民の信頼

回復と社会の強靭性強化を図り、さらに域内外での知見・経験共有を通じて国際

協調を促進することで、サヘル地域における「人間の安全保障」実現を目指す。コ

ミュニティと政府の協働を通じて政府と住民及び住民間の信頼醸成を図ると共

に、社会・経済開発を促進することで貧困削減・雇用創出を通じた社会の強靭性の
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下支えを図る。 

 本クラスターの展開における具体的な協力事業については、平和と安定という目

的を踏まえ、①ガバナンス・安全、②レジリエンス・人間開発、③社会経済インフラ

整備を JICA のサヘル地域協力における 3 重点課題に協力内容を整理し、分野

横断的な取組を広域的な視点をもって促進する。また、暴力的過激主義の影響を

受ける脆弱な地域を念頭に、非紛争地域で培ったアセットの活用・展開を図り、国

家機能を回復・強化することで住民による政府への信頼回復を図りつつ、教育・農

業・雇用の充実を通じて暴力的過激主義への傾倒を抑制し、社会の強靭性を高め

ていく。また、こうした JICA 事業による貢献に加えて、サヘル・コアリション及び

サヘル・アライアンス等を通じて国際社会全体の取組と協調し、各重点課題におい

て他機関の取組との相互補完的な相乗効果を図り、サヘルの平和と安定に貢献す

る。なお、サヘル・コアリション及びサヘル・アライアンス等の母体である G5 サヘル

の解体の動きを踏まえ、他機関との相乗効果を図る取組は随時調整する。 

 

重点分野① ガバナンス・安全 

 政府（特に地方政府）の行政サービス提供能力を強化し、また住民（特に若者）の

ニーズを政府が的確に把握して対応する仕組みを整え、政府への信頼を回復す

る。地方行政の能力強化については、地域共通の課題も多いことから、広域協力の

形で進め、行政官同士のネットワーク強化や知見・経験共有を促進していく。また、

治安維持の能力については、警察・司法制度の機能強化により住民の安全、地域の

治安・秩序を回復し、司法アクセスの改善を図る。避難民を受け入れる地域の行

政・コミュニティの能力強化、可能な場合には避難民の帰還促進を図る。 

 具体的な案件としてマリ国別研修「持続的発展のための地方行政強化」が挙げら

れる。中央・地方の行政官や民選の首長・議員を日本に受け入れ、日本の地方行財

政等の制度や実態、住民参加型での地方行政実施に関する経験・アプローチ手法

等を学ぶ機会を提供しており、研修を通じた中央・地方行政官間のコミュニケーシ

ョン強化にも貢献している。マリでは「地方行政能力強化アドバイザー」の派遣も始

まり、相乗効果が期待される。 

 さらに、サヘル地域 5 か国を対象とした「地方行政人材の能力強化」では、行政

官のサービス提供能力の強化を図ると共に、給水、保健及び若年層エンパワメント

の分野において、行政と市民の協働体性を促進することを目指す。加えて広域案

件として、5 か国での経験共有及び地域ネットワークの構築を通じ、相互の学び合

いの中で効果を波及させていく狙いである。 

 

重点分野② レジリエンス・人間開発 

 社会サービスの提供にあたっては、政府の能力開発に加えて、各セクターで行っ
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てきた住民主体、住民参加型のアプローチをとることで、政府に対する住民の信頼

醸成やコミュニティ内の信頼醸成・結束促進につなげる。教育においては、「みんな

の学校」によるコミュニティ参加型の学校運営委員会を通じて、行政とコミュニティ

との協働による国家と社会の関係の改善を図る。特に JICA が当該地域で強みを

有する農業（CARD、SHEP）、教育（みんなの学校）、産業（カイゼン）のアプローチ

を普及拡大させることを通じて、脆弱地域を含む地域全体のレジリエンス強化や

基礎的社会サービスの提供を支援する。また、気候変動の影響を考慮し、気候・自

然環境の変化に対する社会の強靭性を向上させる。 

 サヘル地域では長く「みんなの学校」アプローチを取り入れた教育分野の協力を

行っており、現在マリ、ブルキナファソ、ニジェールでそれぞれ技術協力プロジェク

トを実施している。ニジェールの「みんなの学校：コミュニティ協働による基礎教育

の質及び男女間公平性の改善」ではテロ影響地域における就学促進を行うべく、

平和構築・コミュニティ融和のモデル開発を試行している。 

 

重点分野③ 社会経済インフラ整備 

主にサヘル地域諸国間の連結性強化（西アフリカ成長リング等）や社会・経済面

の基礎的なインフラ整備を通じて、社会・経済条件の改善を促進し、経済の活性化

を通じて若者の雇用機会の創出（インフォーマルセクターや起業を含めて）につな

げ、社会の強靭性を下支えする。 

ブルキナファソでは「道路維持管理能力向上プロジェクト」を通してアスファルト

舗装道路の維持管理サイクルの確立や維持管理の技術ガイドラインの策定を支援

している。また、アフリカ開発銀行との協調融資によりブルキナファソからニジェー

ル国境に至る国際回廊のうち、グンゲンからファダングルマまでの幹線道路約

50km を改修する「グンゲン-ファダングルマ間道路整備事業」も実施中である。 

 

（２） 協力期間：2022 年～2031 年（TICAD11 まで） 

G5 サヘル事務局は「開発と安全戦略（SDS）」の実現のため「優先投資プログラ

ム（PIP）」を策定。2019-2021 を第 1 フェーズとしており、3 年単位での PIP

の改定が想定されていたと思われる。 

JICA では 2023 及び 2024 年度は方針策定及び外部機関との関係構築の

準備期間とする。協力開始後は、少なくとも TICAD10・11 の前年 1 年間におい

てレビューを行い協力方針に必要な改定を行う。 

 

（３） 協力対象国 

① 主たる対象国：サヘル地域 5 か国（モーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジ

ェール、チャド） 
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② その他対象国：紛争リスクの南下傾向にも対応し、コートジボワール、ベナン、

トーゴ、ガーナ等のギニア湾岸諸国及びセネガル、ナイジェリア、カメルーンな

どの主たる対象国の周辺国。また、これらの国を拠点に、G5 サヘル地域各

国への経験共有・広域的な協力の展開も検討。 

 

（４） 当面の対応 

 2023 年 7 月のニジェールでの政治危機を受け、現時点では域内の多くの国で

二国間協力の実施に制約がある状況となっている。これを踏まえて、当面の対応

方針を以下の通りと定める。以下の対応を将来的な事業展開の土台作りとも考

え、地域内の情勢が改善した時点でこれらの実績を活かして協力事業の拡大を図

る。 

 

●基本方針＝長期的な視点での関与の継続 

サヘル地域の状況がさらに悪化し、テロの蔓延や国際秩序の不安定化を進める

ことを予防するために協力を継続し、短期的には現状で可能な協力を行いつつ、

中長期的な協力を見据えて将来のコア人材の育成を図る。 

 

●事業実施上の重点 

（１）コミュニティのレジリエンス強化 

政府の制度構築・能力開発に制約がある中で地域の不安定化を予防するため、

コミュニティのレジリエンス強化に重点を置いた取組を進める。 

⇒教育・保健・水などの基礎サービス、若年層エンパワメントの支援 

（２）目に見える成果 

治安上の制約がある中でも目に見える成果が住民に届くよう、地方政府がコミ

ュニティと協働する取組を支援する。 

⇒現地パートナー（NGO・国際機関を含む）やナショナル・ボランティア 11を活用し

たパイロット事業の実施 

（３）人材育成 

中長期的な政治情勢・治安情勢の改善を見据え、将来の開発の担い手のリーダ

ーになる人材（政府内外）を育成する。 

⇒遠隔（本邦研修・第三国研修）での研修実施、域内経験共有ワークショップ開催、

域内ネットワークの強化 

 
11 ブルキナファソを中心としたサヘル諸国で導入されている、現地若者を対象としたボランティア事業。ブル

キナファソは 2008 年、青年・スポーツ省傘下で「ブルキナファソ・ナショナル・ボランティア計画機関（PNVB）」

を設立。これまで国際機関や自治体等に約 35,000 人を派遣。 
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4.２ インパクトの最大化・最終アウトカム発現に向けた取組 

本クラスターの推進においては、（１）分野横断的な協力、（２）広域協力・域内協力、

（３）国際社会全体の取組との連携の 3 つの方法で、インパクトの最大化を図る。 

 

（１） 分野横断的な取組： 

平和の構築という分野横断的な目的を達成するため、サヘル地域に対する

JICA の事業について、分野横断的に本クラスターの戦略に整合させ、案件の形

成・実施において、相互の連携を図る。平和構築グローバル・アジェンダの協力方

針で掲げたとおり、平和構築アセスメント（PNA）の分析を踏まえて、平和の促進・

紛争予防配慮の主流化を進め、分野横断的に行政機能の強化や政府への信頼醸

成を促進する。具体的には、事業の形成・実施時に平和構築室による各セクター事

業の主管課題部への助言を行う他、アフリカ部・セネガル事務所によるサヘル連絡

会や勉強会等を開催し、クラスターで蓄積されたナレッジを共有する。 

 

（２） 広域協力・域内協力： 

サヘル地域における JICA の事業について、可能な限り国単位ではなく広域的

な協力とすることに努め、共通の課題への対応能力の強化、知見・経験の域内共有

を促進する。仏語という共通言語、共通の課題及び経験の共有やネットワーキング

の重要性などを踏まえて、過去の JICA の協力アセット（サヘル地域内に加えて、

セネガルやモロッコ等の近隣諸国を含む）の活用により、広域的な協力を展開し、

域内での各国行政官のネットワーク構築や学び合い等の域内協力を推進する。ま

た、UEMOA や ECOWAS などの地域機関との連携も活用する。 

なお、サヘル地域では近年のさらなる治安悪化により邦人渡航を伴う活動範囲

をより制限せざるを得ない状況となっていることから、広域協力を含めて遠隔で

の協力を有効に活用する。 

 

（３） 国際機関等との連携・協調： 

当該地域における JICA の事業量は相対的に小さいことや安全管理に伴う事

業実施上の制約にも鑑み、サヘル・アライアンスを中心とした協調・情報交換の枠

組みに日本政府とも連携しながら積極的に参加すると共に、事業実施における連

携・協調を図る。 

上記（２）で示した協力のアセットの広域展開についても国際機関等との連携に

よる現場での実践の場の提供等を進める。また、邦人の現地入りが困難な地域へ

の協力をはじめ、有効な場合には（日本政府の拠出金や国際機関連携無償の活用

を含め）国際機関との連携での事業実施を進める。政策レベルでも、国際的な協調
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枠組みへの参画を通じ、サヘル地域に対する開発協力の枠組みと重点課題に沿っ

て、効率的・機動的な事業展開と相乗効果を通じてインパクトの最大化を図る。 

具体的には、治安維持を含めた地域全体の動向についてサヘル・コアリションを

通じて、開発中心の動向についてサヘル・アライアンスを通じて認識を共有する。

ガバナンス強化・地方行政能力強化においては、UNDP をはじめとする国連機関

の制度構築支援や世銀・アフリカ開発銀行（AfDB）の資金協力との連携・協調を図

る。これらの国際機関を通じて JICA 事業の成果を他地域に展開する可能性を協

議する（例：みんなの学校についての UNICEF との連携）。難民・IDPs への対応

については UNHCR や IOM と連携する。仏 AFD や独 GIZ とも現場での情報

交換を行う。ブルキナファソのナショナル・ボランティア・プログラム等、各国の政

府・NGO 等の連携を通じて、邦人が渡航できない地域への成果の展開も図る。 
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5. クラスターの目標とモニタリング指標 
 

5.1 クラスターの成果目標と指標 （モニタリング表は別紙２の通り） 

（１）最終目標・中間目標・直接目標の設定 

 本クラスターの中間目標、最終目標は JICA 単独での達成は難しく、他のアクタ

ーとの協調が不可欠であることから、特にサヘル・アライアンスと協調しながら、達

成を目指す。JICA 資源のみで達成を目指す項目は主に直接目標及び中間目標と

して測定する。これとは別に、国際社会全体での取組での中間目標及び最終目標

の達成状況を測定する。 

 成果目標と指標について、各階層において JICA 資源と国際社会全体の成果と

貢献度を以下の表に示した整理で測定するべく、代替指標を設定する。JICA 資源

の貢献度については、各事業が対象地域で各セクターの改善に寄与した指標を直

接目標とする。中間目標は、これらの各事業が住民と政府及び住民の間の信頼醸

成に寄与することで強靭な国・社会づくりに貢献していることを計測することが理

想的だが、定量的な計測は容易ではないので、各事業に平和促進・紛争予防配慮

（主流化）が組み込まれることで、各事業の取組が強靭な国・社会づくりに貢献する

と仮定し、主流化の度合いを代替指標とする。 

国際社会全体の取組については、各国のセクター毎の改善を直接目標、サヘル

地域全体での 3 重点分野の改善度を中間目標、サヘル地域全体の脆弱性の抑制

を最終目標とする。なお、最終目標は国際社会全体で達成することを想定するた

め、JICA 資源のみでの最終目標は設定しない。 
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表 5－1：クラスターで設定する目標の整理 

【成果目標と指標】：サヘル地域を紛争の平和と安定に向けた、住民から信頼され

る政府と強靭な社会の形成 12。   
JICA 資源 国際社会全体 

最終目標 

設定なし  

（最終アウトカムは国際社会全体で達成することを想

定。）  

サヘル地域での強靭な国・

社会の形成 

中間目標 

①JICA 事業を通じて政府と住民の信頼醸成が向上

する 

②JICA 事業を通じて対象コミュニティの強靭性が

強化される（住民間の信頼醸成が向上する）（注：主

流化に取り組むことで、強靭な国・社会づくりに貢献

していると仮定。）  

【指標】（検討中） 

サヘル地域での政府の能

力・正統性、社会の強靭

性、国際協調 

直接目標 

①JICA 事業の事業対象地域において、各事業で設

定された各セクターに関わるアウトカムが実現する 

②JICA 事業における平和促進・紛争予防配慮（主流

化）が進展する（特に、①を達成するうえで、住民主

体・住民参加を促すアプローチが採用され、基礎的社

会サービスの計画及びサービス提供において「透明

性・説明責任・コミュニティ参加・公平性」の確保が試

みられているか） 

【指標】（検討中） 

各セクターのサヘル地域

各国の指標の改善度合い  

 

国際社会全体での目標設定とモニタリングの仕組みについては、サヘル・アライ

アンス等の枠組みでの議論を通じて設定する。2020 年に実施された世銀のリス

ク・脆弱性アセスメントから時間が経過しており、その更新と同時に定常的なモニ

タリングの必要性が認識されていることから、今後議論される予定となっている。 

JICA 資源の評価については、現時点で検討中の項目を例示すると以下の通り。 

 

【中間目標】 

① JICA 事業を通じて政府と住民の信頼醸成が向上する 

② JICA 事業を通じて対象コミュニティの強靭性が強化される（住民間の信頼醸

成が向上する） 

 
12 中期目標では以下の指標が設定されている。 

【指標 3-1】暴力的紛争を発生・再発させない国・社会づくりの促進状況（SDGs Goal 16 関連） 
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例）・公共サービスに満足している住民の割合 

・「地方政府はコミュニティのニーズを把握している」と認識する住民の割合 

・「コミュニティのニーズが地方政府の計画や事業に公平に反映されている」と

認識する住民の割合 

・「政府と住民のコミュニケーションの機会が増加した」と認識する住民の割合 

・地方政府とコミュニティの協働によって公共施設（井戸、学校など）が維持・運

営管理されている自治体や村の数 

・教育フォーラムに代表が参加した地方自治体の数、自治体と連携しながら運営

している学校運営委員会連合の数 

 

【直接目標】 

① JICA 事業の事業対象地域において、各事業で設定された各セクターに関わ

るアウトカムが実現する 

② JICA 事業における平和促進・紛争予防配慮（主流化）が進展する（特に、①を

達成するうえで、住民主体・住民参加を促すアプローチが採用され、基礎的社

会サービスの計画及びサービス提供において「透明性・説明責任・コミュニティ

参加・公平性」の確保が試みられているか） 

例）・インベントリ/データに基づいて、またはコミュニティとの協力で、セクター事業

が計画・実施されている地方自治体の数（地方行政） 

・民主的に設立・再設立された学校運営委員会の数・割合の増加（教育） 

・SHEP 対象農家グループのメンバーの換金作物からの実質所得の増加（農業） 

・危機影響地域・IDP ホストコミュニティにおいて SHEP アプローチを導入してい

る農業普及員の割合（農業） 

【アウトプット】 

・各セクターJICA 事業のアウトプット 

・JICA 事業における平和促進・紛争予防配慮（主流化）に係る活動（例：平和構築

室による各セクターJICA 事業の主管課等に対する助言がなされる、クラスター

で蓄積された知見を共有する勉強会／意見交換会を開催する等） 

 

（２）SDGs 指標 

 SDGsの達成状況については、暴力的紛争の予防（16.1）及び公共サービスの透

明性（16.6）・包摂性・応答性（16.7）に関する指標として、サヘル地域 5 か国で以

下の指標をモニタリングする。ただし、16.6.2 及び 16.7.2 については、計測方

法が確立されていない。 

（暴力的紛争の予防に関する指標） 

・16.1.2：10 万人当たりの紛争関連の死者の数（性別、年齢、原因別） 
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（公共サービスの透明性・包摂性・応答性に関する指標） 

・16.6.2：最後に利用した公共サービスに満足した人の割合 

・16.7.2：国の政策決定過程が包摂的であり、かつ応答性を持つと考える人の割

合（性別、年齢別、障害者及び人口グループ別） 

5.2 モニタリングの枠組み 

現時点では以下の通りであるが、今後、国際社会の取組を含めた地域全体のモニ

タリング方法と指標を検討すると共に、JICA資源での分野毎の取組と地域に対す

る取組全体のモニタリング方法と指標を検討する。 

対象地域における事業評価はすべて「紛争影響国・地域の事業評価の手引き」の

適用対象で、右手引きの中では、事後評価において、平和促進・紛争予防配慮を通

じて平和と安定に貢献したかどうかを「主体的振り返り」で確認することが可能と

されているため、各事業の事後評価においてこれを適用し、各事業での各セクター

における評価に加えて、平和促進・紛争予防配慮についての評価情報を収集する

こととする。 

 
表 5－2：モニタリングの枠組み 

 

カテゴリー 指標・データ項目案 収集方法・収集頻度 

 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・ 

ア
ウ
ト
カ
ム 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

業績評価（中期

目標） 

・定性評価のみ（暴力的紛争を発

生・再発させない国・社会づくり

が促進される。） 

 

事 業 評 価

（JICA 資源で

達成） 

・重点 3 分野（ガバナンス・安全、

レジリエンス・人間開発、社会・経

済インフラ整備）毎に検討 

・関連案件の事後評価におけ

る主体的振り返りにより収集 

・上記以外の方法に関し、今後

検討予定 

事業評価・加点

要素（外部資源

を動員して達

成） 

・サヘル・アライアンス等でのモニ

タリング・評価の方法に基づいて

検討。 

・SDGs 指標 16.1.2 

・サヘル・アライアンス等の枠組

みでモニタリングの仕組みを

検討。 


